
【その他施設費】

【官庁営繕事業】

福井県 武生地方合同庁舎 20 － － － 中止 ※1

※ 事業計画の必要性－既存施設の老朽・狭隘・政策要因等、施設の現況から事業計画を早期に行う必要性を評価する指標
　　事業計画の合理性－採択案と同等の性能を確保できる代替案の設定可能性の検討、代替案との経済比較等から新規事業として行う
　　　　　　　　　　 　　　　　 ことの合理性を評価する指標（合理性の有無により、100点か0点のいずれかを評点とする）
　　事業計画の効果　－「業務を行うための基本機能」と「施策に基づく付加機能」の２つの機能について評価する指標
　　（採択要件：事業計画の必要性100点以上、事業計画の合理性100点、事業計画の効果100点以上を全て満たす）

※1　事業の必要性等に変化はないが、今後の事業進捗を見込むことが困難であり、コスト縮減や代替案立案等（事業手法・施設規模等の見直し）の
       可能性はない。国土交通省所管のいわゆる「その他施設費」に係る再評価実施要領　第５．４．③による中止。
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■平成２５年度予算に係る再評価について


